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夏休みの児童クラブの昼食について、「毎日お弁当を作ることに負担を感じている」 

というお声もあったことから、お弁当を児童館に届けてもらうことができる取り組みを 

試行します！ 

 

【内 容】 

夏休みの児童クラブの昼食について、今まで、お弁当などを持参していただいていまし

たが、毎日お弁当を作る保護者の負担を考慮し、お弁当の持参だけでなく、保護者の方が

お弁当を発注し、児童館に届けてもらうことができる取り組みを試行します。 

就労している保護者にとって、お弁当を準備する時間の削減ができる等、時間をより有

効に使える手立てにつながるものになると期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問い合わせ 

東浦町児童課 ☎0562-83-3111(内線 145) 担当：稲熊  

 

②配達 

③子どもに提供 

児童クラブのお弁当作りをお休みしませんか？ 

お弁当 

事業者 

保護者 
児童館 

（児童クラブ） 

④料金請求 

①注文 
（前日 17時までに） 


